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１ はじめに 

 

○ 過疎地域においては、昭和 45 年以来、類似の過疎対策法の制定により、様々な過疎

対策が講じられてきたところであり、本県過疎地域においても、道路や水道等のイン

フラ施設が着実に整備され、都市部との格差が縮小するなど、一定の成果を挙げてき

た。一方で、我が国では、現在、急速な人口減少と少子高齢化という大きな課題に直面

し、地域経済の縮小や担い手不足、地域コミュニティ機能の低下などが懸念されてい

るところであり、特に過疎地域は、こうした影響を大きく受けるものと考えられる。 

○ このような中、現行の過疎地域自立促進特別措置法（以下「現行法」という。）は、

令和３年３月末に法期限を迎えることとなるため、国では、今後の過疎対策について

の検討が進められている。 

○ こうした状況を踏まえ、令和元年７月に青森県過疎対策研究会が設置され、本研究

会では、以後４回にわたって、本県過疎地域の現状や課題を議論し、本県の実情に即し

た新たな過疎対策について研究を行ってきたところであり、今般、報告書として取り

まとめた。 

○ 過疎地域は、自然環境の豊かさに立脚し、低人口密度であることの優位性を生かし

て、持続的環境調和型社会を実現しうる地域である。過疎対策とは、過疎の脱却を目指

すことではなく、低人口密度を生かして輝く地域を築くことである。 

○ 本報告書が、新たな過疎対策法の制定に向けた動きの中で、本県における過疎対策

推進の一助になれば幸いである。 
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２ 本県過疎地域の現状と課題 

（１）現状 

①概況 

○ 現行法に基づく過疎地域は、県内40市町村のうち７割に相当する29市町村となっ

ている。 

○ 本県過疎地域の面積は、6,073㎢と県内総面積の63.0％である。また、過疎地域

の林野面積は4,317㎢と、県内林野面積の68.7％である。（図表１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表１ 

出典：国勢調査、2015 農林業センサス 

※過疎地域は平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村の面積を含む。 

面積 林野面積

計 市 町 村 （k㎡） （k㎡）

過疎市町村 Ａ 29 7 16 6 6,073.07 4,316.81

全市町村 Ｂ 40 10 22 8 9,645.59 6,281.91

割合 Ａ／Ｂ 72.5% 70.0% 72.7% 75.0% 63.0% 68.7%

項目
市町村数
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②人口動態等 

○ 本県過疎地域の県全体に占める人口割合は、昭和35年の36.7％から平成27年に

22.7％まで減少しており、過疎地域は非過疎地域と比べて人口減少が進んでいる。

（図表２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ５年毎の人口減少率を見ると、本県過疎地域では平成17年から人口減少が拡大し

ており、平成22年以降は全国過疎地域を上回る人口減少率となっている。（図表３） 

 

 

  

出典：国勢調査 

※過疎地域は平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村のうち一部過疎地域内の人口を含む。 
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※過疎地域は平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村のうち一部過疎地域内の人口を含む。 
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※過疎地域は、平成 31 年 4 月 1 日現在であり、一部過疎市町村のうち一部過疎地域内の人口を含む。 

※年少人口は 0歳から 14 歳、生産年齢人口は 15 歳～64 歳、老年人口は 65 歳以上とした。 

 

 

 

○ 本県過疎地域（一部過疎を除く。）では、社会減（転出数が転入数を上回る数）

と自然減（死亡数が出生数を上回る数）の両面で人口減少が進んでいるが、少子高

齢化の進展に伴い、平成19年以降は自然減が社会減を上回る状況となっている。 

（図表４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜少子高齢化の状況＞ 

○ 平成27年の本県過疎地域の老年人口比率は36.1％、生産年齢人口比率は54.1％、

年少人口比率は9.8％であり、県全体と比較して、少子高齢化が進行し、生産年齢

人口の割合が減少している。（図表５、６） 

  

  

   

 

 

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」再編加工 

※過疎地域は平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村を含まない。 

※平成 24 までは年度データ、平成 25 年以降は年次データ。平成 23 年までは日本人のみ、平成 24 年以降は外国人を含む。 

（％） （人） 
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○ 国立社会保障・人口問題研究所の日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）で

は、本県過疎地域（一部過疎を除く。）の人口は今後も減少を続け、2045年には、

2015年と比較して51.5％減少（県全体では37％減少）する見込みである。（図表７） 
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過疎地域の区域における都市部からの移住者の増減 図表８ 

（H12 国勢調査・H22 国勢調査・H27 国勢調査の移住者数の増減） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

出典：県地域活力振興課調べによる。 
※過疎地域は、平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村を含む。 

③移住等の状況 
○ 本県過疎地域における都市部からの移住者について、平成22年から平成27年にか

けて増加している地域は、弘前市（旧相馬村）、深浦町、中泊町、つがる市、五所

川原市、今別町、外ヶ浜町、七戸町、十和田市（旧十和田湖町）、新郷村、五戸町、

田子町である。（図表８） 

○ なお、本県過疎地域における増要因には、公共事業や民間事業者による大型建設

事業の従事者の移住も含まれるものと推測される。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

○ 本県過疎地域における地域おこし協力隊の受入団体数・隊員数は、年々増加して

おり、平成30年度では15団体54人となっている。 (図表９) 
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※過疎地域は、平成 31 年４月 1 日現在であり、一部過疎市町村のうち一部過疎地域内の都市部からの移住者の人口増減を含む。 

※都市部：三大都市圏（首都圏・中京圏・関西圏）及び三大都市圏内を除く大都市 

県内市町村の地域おこし協力隊の隊員数及び受け入れ市町村数 図表９ 
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出典：総務省 HP 

出典：平成 30 年度版過疎対策の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】都道府県別受入隊員数（平成 30 年度特交ベース） 

 

【参考】本県過疎地域における地域おこし協力隊の取組 
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④産業の振興 

○ 昭和45年を100とした時の平成27年の就業人口は、全国過疎地域では全産業にお

いて就業者数が減少し、33.8まで減少しているが、本県過疎地域では主に第１次産

業就業者の減少により、65.0となっている。（図表10） 

○ また、産業別構成割合（平成27年）については、全国過疎地域に比べ、本県過疎

地域は第１次産業の割合が、9.5ポイント高くなっている。（図表10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 農林水産業 

○ 本県過疎地域の農家数は、平成12年から平成27年まで43.8％減少しているが、

県全体に対する割合は４割以上を維持している。（図表11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国勢調査 
※過疎地域は、平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村のうち一部過疎地域内の人口を含む。 

※全国データは一部過疎地域を含まない。 
※（ ）は、昭和 45 年の就業人口を 100 とした時の指数。 

出典：：農林水産省「農林業センサス」 

※過疎地域は、平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村のうち一部過疎地域内の農家数を含む。 

産業別就業人口及び構成割合の変動状況 図表１０ 
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H12 H17 H22 H27

県内林家数の推移 図表１２

県全体

過疎地域

過疎地域の割合

（対Ｈ12：△19.6％）

（戸） 

5,824 5,391 
5,003 

4,371 
4,907 

4,547 
4,244 

3,709 

84.3% 84.3% 84.8% 84.9%

0.0%

50.0%

100.0%

0

2,000

4,000

6,000

H10 H15 H20 H25

（戸）

本県の漁家数 図表１３

県全体

過疎地域

過疎地域の割合

（対Ｈ10：△24.4％）

出典：農林水産省「農林業センサス」(H12、H22)、農林水産省「世界農林業センサス」（H17、H27） 

※過疎地域は、平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村のうち一部過疎地域内の林家数を含む。 

※林家とは保有山林面積が１ha 以上の世帯をいう。 

○ 本県過疎地域の林家数は、平成12年から平成27年までの19.6％減少しているが、

県全体に対する割合は約６割を維持し、比較的大きなウェイトを占めている。 

（図表12） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本県過疎地域の漁家数は、平成10年から平成27年まで24.4％減少しているが、

県全体に対する割合は８割以上を維持し、大きなウェイトを占めている。 

（図表13） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：農林水産省「漁業センサス」 

※過疎地域は、平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村のうち一部過疎地域内の漁家数を含む。 

※漁家とは個人で漁業を自営する世帯をいい、専業・兼業いずれも含む。 
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2,603.8 2,555.4 
2,663.1 2,732.0 

2,876.0 
3,088.3 3,154.6 

1,355.9 1,346.0 
1,192.1 

1,453.4 
1,584.5 

1,774.5 1,766.9 

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H29

従業者一人当たり製造品出荷額等 図表１５

県全体

過疎地域

イ 商工業 

○ 本県過疎地域（一部過疎を除く。）の誘致企業数は着実に増加しているものの、

県全体の誘致件数に占める割合は平成12年度をピークに低下傾向にある。 

（図表14） 

○ 本県過疎地域（一部過疎を除く。）の従業者数一人当たり製造品出荷額等は増

加傾向にあるが、大規模事業所は八戸市、弘前市、青森市の３市にほとんどが集

積しているため、依然として県全体と過疎地域との格差は大きい。（図表15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15
37

91

130

199

287

2
8

25

37

44

54

17

45

116

167

243

341

11.8% 

17.8% 

21.6% 
22.2% 

18.1% 

15.8% 

10.0

20.0

30.0

0

100

200

300

～S45 ～S55 ～H2 ～H12 ～H22 ～H30

誘致企業数（累計） 図表１４

非過疎地域

過疎地域

過疎地域の占める割合

（%） （件） 

年度末 

(万円) 

出典：県商工労働部調べによる。 

※過疎地域は平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村を含まない。 

出典：県商工労働部「青森県の工業」（H22～H27）、経済産業省「工業統計調査」（H29） 

※過疎地域は平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村を含まない。 
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出典：H30 青森県観光入込客統計  

※過疎地域は平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村を含まない。 

出典：青森県エネルギー産業振興戦略（平成 28 年 3月策定） 

※南部町に「小中島」発電所とあるが、正しくは三戸町に「小中島」発電所が立地している。 

ウ 観光業 

○ 本県過疎地域（一部過疎を除く。）の観光入込客数は、東日本大震災で大きく

落ち込み、その後は北海道新幹線開業効果が一定期間あったものの、震災前の水

準まで回復していない。（図表16） 

 

 

 

エ エネルギー産業 

○ 本県過疎地域においては、太陽光発電、風力発電、水力発電などの再生可能エ

ネルギー施設が立地しており、エネルギーの地産地消、都市へのエネルギーの供

給及び地球温暖化対策に大きな役割を果たしている。（図表17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,931 
24,447 

25,530 25,795 
26,754 27,545 27,337 27,397 27,440 

8,282 
7,097 7,424 7,379 7,207 7,675 7,819 7,636 7,576 

0

10,000

20,000

30,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

観光客入込客数（延べ）の推移 図表１６

非過疎地域

過疎地域

（千人）

青森県の主な発電施設 図表１７ 



13 

 

出典 総務省「公共施設状況調」、平成 28 年度「道路統計年報 2017」、「青森県の道路現況」 

※全国の数値について、平成１７年までのデータは総務省「公共施設状況調査」等による。平成 22 年度以降の「改良率」及び「舗装率」

のデータは国土交通省の資料を基に総務省が作成したものである。 
※道路改良率は車道幅員 5.5m 未満の道路を含む、道路舗装率は簡易舗装の道路を含む。 
※過疎地域は平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村を含まない。 

運行団体の割合

非過疎地域
73％

（８団体/11団体）

過疎地域
76％

（22団体/29団体）

県全体
75％

（30団体/40団体）

⑤道路・交通網の整備 
○ 本県過疎地域（一部過疎を除く。）の道路整備状況は、道路改良率1が平成17年度

の51.4％から平成28年度には62.9％へ向上し、全国平均及び県全体を上回った。 

（図表18） 

○ 一方、道路舗装率2では平成17年度の54.7％から平成28年度には61.4％へ向上し

ているが、依然として全国過疎地域や本県平均よりも低い状況である。（図表18） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本県の路線バス利用者数は、昭和44年度のピーク時から平成29年度までの間、

80.9%減少し、路線バスの走行キロ数は、昭和58年のピーク時から平成29年度まで

の間、42.7％減少している。（図表19） 

○ 多くの市町村では、生活交通の確保のため独自にコミュニティバス等を運行して

いる。（図表20） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 道路改良率：全道路延長に対する、道路構造令に適合するよう改良された道路（車道幅員 5.5m 未満も含む）の総延長の比率。 
2 道路舗装率：全道路延長に対する、舗装済道路（簡易舗装も含む）の総延長の比率。 

市町村道の整備状況 図表 1８ 

<平成 17 年度> <平成 28 年度> 

本県のコミュニティバス等の状況 図表２０ 

出典：県市町村課調べによる。 

※乗り合いタクシーを含む。 

※過疎地域は、平成 31 年 4 月 1 日現在であり、  

一部過疎市町村を含む。 

青森県乗合バス推移（高速バス除く） 図表１９ 

出典：県交通政策課調べによる。 

133､980千人（輸送人員ピーク） 

41,851千㎞（走行キロピーク） 

23,966千㎞ 

25,591千人 
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出典：青森県健康福祉関係施設名簿、国勢調査 

※過疎地域は平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過

疎市町村については、一部過疎地域内の人口による。 

87.0

77.6

94.6

76.2

0.0 50.0 100.0

青森県（全体）

青森県（過疎地域）

全国

全国（過疎地域）

97.6

94.1

97.9

92.6

0.0 50.0 100.0

青森県（全体）

青森県（過疎地域）

全国

全国（過疎地域）

水道普及率 図表21

2.66 2.53
2.75 2.76 2.75

3.1

2.81
3.08

3.28

3.99 4.09

4.75

0

1

2

3

4

5

H2 H7 H12 H17 H22 H27

特別養護老人ホームにおける65歳以上の

老齢人口１万人当たりの施設数 図表２３

県全体 過疎地域

 

⑥生活環境の整備 
○ 本県過疎地域（一部過疎を除く。）の水道普及率は、県全体・全国と比較しても

遜色ない整備状況となっている。（図表21） 

○ 本県過疎地域（一部過疎を除く。）の水洗化率は、全国過疎地域と概ね同水準で

あり、県全体や全国と比較すると、低い状況にある。（図表22） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦高齢者等の保健・福祉の向上及び増進 3 
○ 特別養護老人ホームの人口１万人当たりの施設数は、平成27年度において、本県

過疎地域が4.75箇所、県全体が3.1箇所であり、本県過疎地域が県全体を上回って

いる。（図表23） 

○ 児童人口１万人当たりの保育所の施設数は、平成27年度において、本県過疎地域

が121.71箇所、県全体が93.38箇所と本県過疎地域が県全体を上回っている。 

（図表24） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

3 現行法第 12 条に規定する過疎対策事業債を財源として整備できる施設のうち、同法の過疎対策の目標の一つである「高齢者等の保

健・福祉の向上及び増進」に合致する代表的な施設として、特別養護老人ホーム及び保育所の施設数について比較したものである。 

（箇所） 

出典：環境省「一般廃棄物処理事業実態調査」（H28） 

※過疎地域は平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎

市町村を含まない。 

出典：青森県健康福祉関係施設名簿、国勢調査 

※過疎地域は平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村

については、一部過疎地域内の人口による。 

※H27 は認定こども園を含む。 ※公立及び民間の施設を含む。 

水洗化率 図表 22 

出典：青森県の水道（H30）、日本水道協会「水道統計」（H28) 

※過疎地域は平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村

を含まない。 

 

（％） （％） 

51.89
59.62 59.96

66.53
77.30

93.3866.54

81.46 83.50
91.23

98.30

121.71

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

H2 H7 H12 H17 H22 H27

保育所における１歳から６歳までの

児童人口１万人当たりの施設数 図表２４

県全体 過疎地域

（箇所） 
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17.1
16.1

19.2
20.5

9.1
8.1

9.6
10.7

0

5

10

15

20

25

H12 H17 H22 H27

（人）
人口1万人当たり医師数 図表２６

県全体

過疎地域

都道府県（従業地）別にみた医療施設に従事する人口 10 万対医師数 図表２５ 

⑧医療の確保 

○ 都道府県（従業地）別にみた人口10万人対医師数は、本県が198.3人となってお

り、全国と比較すると医師数は少ない状況にある。（図表25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 人口１万人あたり医師数について、県全体と本県過疎地域（一部過疎を除く。）

を比較すると、平成27年度の県全体20.5人に対し、過疎地域10.7人と、引き続き格

差がある状況にある。（図表26） 

 

 

  

出典：青森県保健年報 

※過疎地域は平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村を含まない。 

出典：厚生労働省「平成 28 年（2016 年）医師・歯科医師・薬剤師調査の概況」 
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○ 本県過疎地域の無医地区4等（準無医地区5を含む。以下同じ。）数は、平成26年度

において25地区となっており、非過疎地域の５地区と比較すると格差が生じてい

る。また、平成26年度を平成21年度と比較すると、本県過疎地域では無医地区等が

５地区減少しているが、これは無医地区等の統合が要因であり、実質的な改善は図

られていない。6（図表27） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
4
無医地区とは、医療機関の無い地域で、当該地区の中心的な場所を起点として、おおむね半径 4ｋｍの区域内に 50 人以上が居住する

地域であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区と定義している。（「平成 29 年度版 過疎対策の現況」から抜粋） 
5
準無医地区とは、無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が必要な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣

に協議し適当と認められた地区と定義している。（「青森県保健医療計画」H30.4） 

6現行法第 16 条第 3項「国及び都道府県は、過疎地域内の無医地区における診療に従事する医師もしくは歯科医師又はこれを補助する

看護師の確保その他当該無医地区における医療の確保（当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。）

に努めなければならない」と規定されている。 

 平成 21 年度 平成 26 年度 

過疎地域 
30 地区 

（７市町村） 

25 地区 

（７市町村） 

非過疎地域 
５地区 

（３市町村） 

５地区 

（３市町村） 

青森県における無医地区等 図表２７ 

出典：県医療薬務課調べによる。 

※（ ）は全体に占める無医地区数の割合。 

※過疎地域は平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村については、一部過疎地域内の無医地区を含む。 
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135

174 

195 

100
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140

160

180

200

H17 H22 H27

過疎地域（小・中学校）の

スクールバス導入状況 図表２９

347 
333 323 316 310 302 293 289 287 

108 101 95 93 90 84 79 77 77 

215.4 217.5 216.0 213.3 209.3 207.7 207.0 205.0
203.5

134.1 138.1 139.7 135.8 133.3 136.4 139.7 137.9
133.9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

小学校数と1校当たりの児童数 図表２８

小学校数（全県）
小学校数（過疎地域）
1校当たりの児童数（全県）
1校当たりの児童数（過疎地域）

⑨教育の振興 

○ 小学校数は、県全体では、平成22年の347校から平成30年に287校と60校（17.3％）

減少した。本県過疎地域（一部過疎を除く。）では、平成22年の108校から平成30年

に77校と31校（28.7％）減少しており、過疎地域の減少率は県全体を上回っている。

（図表28） 

○ 過疎市町村では、小学校の統廃合等により、１校当たりの児童数を維持している

が、スクールバスの導入台数は増加しており、スクールバスを導入する過疎市町村

は、平成27年度は29団体中28団体となっている。（図表28、29）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：学校基本調査 

※過疎地域は平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村を含まない。 

(校、人) 

出典：県市町村課調べによる。 

※過疎地域は平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村については、一部過疎地域内の

スクールバス台数を含む。 

(台) 
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出典：県文化財保護課調べによる。 

※過疎地域は、平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村を含む。 

 

出典：県文化財保護課調べによる。 

※過疎地域は、平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村を含む。 

 

⑩自然環境の保全と地域文化の振興 

○ 本県過疎地域では、「下北半島のサル及びサル生息北限地」や「北金ヶ沢のイチ

ョウ」など、多種多様な天然記念物が指定されている。また、世界遺産（自然遺産）

が登録されている白神山地は、青森県南西部から秋田県北西部にまたがる原生的な

ブナ林であり、500種を超える植物が自生し、ツキノワグマやイヌワシ、ヒモカズ

ラ等多くの動植物が生息する貴重な生態系が守られている。（図表30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 本県過疎地域では、「下北の能舞」や「田子神楽」など、多種多様な無形民俗文

化財が指定されており、歴史上又は芸術上価値の高い文化的所産が守られている。

（図表31） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 天然記念物 県天然記念物 

過疎地域 ５件 16 件 

県全体 ６件 40 件 

 重要無形民俗文化財 県無形民俗文化財 

過疎地域 ３件 26 件 

県全体 ８件 54 件 

青森県における重要無形民俗文化財及び県無形民俗文化財 図表３１ 

青森県における天然記念物及び県天然記念物 図表３０ 
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0.27

0.51 0.52

0.44
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出典：地方財政状況調査 

※過疎地域は、平成 31 年４月１日現在。 

出典：地方財政状況調査 

※過疎地域は、平成 31 年４月１日現在。 

出典：地方財政状況調査 

※過疎地域は、平成 31 年 4 月 1 日現在であり、

一部過疎市町村を含まない。 

出典：地方財政状況調査 

⑪市町村の財政状況等 

ア 財政状況 

○ 本県過疎市町村（一部過疎を除く。）の令和元年度の財政力指数は、平成22年

度の0.30より、0.03低い0.27となっており、依然として、財政力が弱い状況に

ある。（図表32、33） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

○ 本県過疎市町村（一部過疎を除く。）は、県全体と比べて歳入に占める税収割

合が低いなど、自主財源に乏しい。また、地方債発行額のうち、過疎対策事業

債が占める割合は60.3％にのぼり、過疎対策事業債は本県過疎市町村の財政運

営上必要不可欠である。（図表34、35） 

 

  県全体 歳入決算額（H30） 図表35

県全体

歳入決算額

688,070百万円

地方譲与税

（0.8％）

地方特例交付金

（0.1％）

過疎市町村 歳入決算額（H30) 図表34

県内過疎市町村

歳入決算額

183,027百万円県支出金

（7.7％）

その他

（13.9％） 地方税

（22.0％） 

地方交付税 
（28.8％） 

国庫支出金 
（16.3％） 

県支出金 
（7.7％） 

地方債 
（9.7％） 

その他 
（14.6％） 

地方税

（14.2％） 

地方譲与税 
（0.9％） 

地方特例交付金 
（0.0％） 

地方交付税 
（41.7％） 国庫支出金 

（10.8％） 

地方債 
（10.8％） 

過疎債 
（うち 60.3％） 
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出典：県市町村課調べによる。 
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イ 過疎対策事業債の発行状況 

○ 過疎対策事業債（ハード事業）の発行額は、個々の市町村の大規模事業の有

無に左右されるが、近年では、概ね90億円前後で推移している。また、過疎対

策事業債（ソフト事業7）の発行額は、制度が創設された平成22年度は概ね10億

円であったが、近年は、概ね20億円前後で推移している。（図表36） 

○ ハード事業おいては、主に生活環境、交通通信・情報化、教育の振興、産業

の振興において活用されている。（図表37） 

○ ソフト事業においては、主に医療の確保、教育の振興、保健・福祉、産業の

振興において活用されている。（図表38） 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 以下を除き、将来にわたり過疎地域の自立促進に資する事業を広く対象としている。 

①市町村の行政運営に通常必要とされる内部管理経費 

②生活保護法法令に基づき負担が義務付けられている経費 

③地方債の元利償還に要する経費 

(億円) 

(億円) 
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出典：県市町村課調べによる。 

青森県全体のハード事業発行実績額内訳 図表３７ 

青森県全体のソフト事業発行実績額内訳 図表３８ 

出典：県市町村課調べによる。 
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○ 平成 30 年度に実施されたハード事業及びソフト事業の分野別の事例は以下のと

おりである。 

＜ハード事業＞ 

【産業の振興分野】風間浦村「下風呂温泉整備事業」 

 下風呂地区の二つの浴舎の老朽化が著しく、近年では観光客が減少してい

ることから、廃業した旅館や空き家等を活用し、新たに下風呂地区温泉観光

施設を整備することにより、地域の活性化を図った。 

 

【交通通信・情報化分野】今別町「大泊 1号線外舗装補修工事」 

 国道 280 号線及び県道 14 号線に接続し、生活道路・通学路として重要な大

泊 1 号線は、舗装から数十年が経過していることから、舗装工事を行い、交

通安全の確保を図った。 

 

【保健・福祉分野】田子町「保育園移転新設支援事業」 

 町から社会福祉法人へ移管した保育園の移転新築費を支援することによ

り、児童福祉の向上を図った。 

 

＜ソフト事業＞ 

【産業の振興分野】野辺地町「地域おこし協力隊事業（就農移住関係）」 

 地域おこし協力隊として、町の特産品である野辺地葉つきこかぶの生産を

３年間行った後、隊員が独立し生産者となることを奨励することにより、地

域農産品の充実、後継者の確保を図った。 

 

【医療の確保分野】五所川原市「医師確保対策事業」 

 県内でも医師不足が顕著な西北五地域では、今後も質の高い医療サービス

の提供を維持していくため、つがる西北五広域連合（五所川原市を含む２市

４町で構成）が実施する医師確保対策に要する経費について負担金を拠出

し、勤務医の定着など地域医療の確保を図った。 

 

【保健・福祉分野】西目屋村「こども医療費全額助成事業」 

 高校３年生に相当するまでの者を対象に、入院費等を含む医療費を全額助

成（所得制限なし）することにより、住民の医療環境の充実を図った。 
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（百㎡） 過疎市町村における建設年別公共施設延床面積 図表３９

出典：市町村課調べによる。 

※過疎地域は、平成 31 年 4月 1 日現在であり、一部過疎市町村を含まない。 

ウ 公共施設等の建築年別の推移 

○ 本県過疎市町村（一部過疎を除く。）における公共施設8の建設は、昭和 55 年

前後が１度目のピーク、平成７年前後が２度目のピークとなっており、これか

ら大量に更新時期を迎える。（図表 39） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

8 公共施設とは、地方公共団体が所有する建築物その他の工作物をいう。例として、学校教育施設、医療施設、社会教育施設、保健・

福祉施設、スポーツ・レクリエーション施設等があげられる。 

 

（1980） （1995） 
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（２）現状等から考察される課題 

① 人口・移住等 

本県過疎地域では、社会減に加え、自然減の増加により、依然として人口減少に

歯止めがかからず、非過疎地域を上回って人口減少が進行している。こうした状況

をふまえ、これまで地域おこし協力隊の受入を行うなど、移住対策に取り組んでき

たところである。一方で、他道県と比較すると地域おこし協力隊の活用数が少ない

ことや、移住者の住まい探し等を総合的に支援するコーディネーターが不足してい

ることなどが課題となっている。 

 

② 産業の振興 

本県過疎地域では、これまで産業の振興を特に重視して過疎対策に取り組んでき

たところである。一方で、人口減少及び少子高齢化の進行により、後継者不足や労

働力不足、主に農林水産業における生産性の向上・高付加価値化が課題となってい

る。また、農林水産物の生産基盤を守るための耕作放棄地対策、磯焼け対策、鳥獣

被害対策のほか、継業時の規制緩和等も課題としてあげられる。 

 

③ 道路・交通網の整備 

本県過疎地域の道路インフラについては、県全体や全国と若干の格差があるもの

の、着実に整備が進んできたところである。一方で、今後は老朽化への対応が課題

となっている。また、高齢者等の買い物、通院時の移動手段の確保のための路線バ

ス事業者への補助やコミュニティバス等の運行など、交通手段を確保する取組が行

われているが、利用者数の減少や行政の財政負担増加が問題となっており、持続可

能な地域交通への再編が課題となっている。 

 

④ 生活環境の整備 

本県過疎地域の上下水道インフラについては、県全体や全国と若干の格差はある

ものの、着実に整備が進んできたところである。一方で、今後は人口減少による料

金収入の減少や老朽化への対応が課題となってくる。また、空き家の増加により、

防災力の低下や景観の悪化が懸念されており、空き家の除却等も課題としてあげら

れる。 
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⑤ 医療の確保 

本県過疎地域では、病院や診療所の整備・運営、無医地区等での巡回診療、へき

地診療所等への医師派遣などに取り組んでいるところである。一方で、慢性的な医

師不足が続いており、医師を含む医療技術者の確保や自治体病院の経営改善が課題

となっている。 

 

⑥ 教育の振興 

本県過疎地域においては、学校の適正配置等により、１校当たりの児童数は維持

してきたところである。一方で、少子化の進行により、今後とも通学をはじめとし

た教育環境への影響が懸念されるほか、廃校舎の活用、廃校による地域の衰退が課

題となっている。また、住民主体の地域づくりに向けた意識醸成、交流の場づくり

等が課題としてあげられる。 

 

⑦ 市町村の財政状況等 

本県過疎市町村は、これまでも財政健全化に取り組んできたが、自主財源に乏し

く、財政基盤が脆弱であることから、少子高齢化や人口減少の進行により生じる各

分野の行政ニーズへの対応や公共施設等の老朽化への対応が課題となっている。ま

た、限られた職員数で多様な行政ニーズに対応していくためには、行政事務の効率

化や住民との協働等も必要になってくる。 
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３ 今後の過疎対策について 

（１）過疎地域の役割と過疎対策の必要性 

過疎地域は、人口減少の進行に伴い、様々な課題を抱えているが、豊かな自然や

歴史・文化を有する地域として、そこに住む人々の暮らしを支えてきた。 

また、過疎地域は、地域住民の暮らしを支えるだけではなく、都市部に対しても

「食料・水・エネルギーの供給」「自然環境の保全による災害や温暖化の防止」「い

やしの場」「都市とは異なるライフスタイル」などを提供してきた。 

近年、台風・豪雨等の深刻な自然災害が多発している状況を踏まえると、過疎地

域の農地や山林等が持つ防災・減災機能は一層重要となっている。 

本県過疎地域は、津軽海峡や陸奥湾など４つの海域、白神山地のブナや津軽・下

北半島のヒバなどの森林、十和田湖・奥入瀬渓流や十三湖などの湖沼・河川のほ

か、多種多様な動植物など、豊かな自然に恵まれ、コメ、リンゴ、ナガイモ、ニン

ニク、ホタテ、イカ、マグロ、ヒバ材など本県を代表する農林水産物の生産地とし

て、基幹産業である農林水産業の発展・成長にも密接に関わっており、地域経済の

循環や都市に対する「食」「いやしの場」の提供等に大きな役割を果たしている。 

過疎地域がこのような役割を果たすことが、都市を含めた国民全体の暮らしに貢

献することから、今後も、国・県・市町村が連携して過疎対策を着実に実施するこ

とが必要であり、これは、「『生業』と『生活』が好循環する地域」をめざす姿に掲

げた「青森県基本計画『選ばれる青森』への挑戦 支え合い、共に生きる」の推進

にも寄与するものである。 

以下では、今後の過疎対策に求められる視点と、国に期待される支援イメージを

整理した。まず過疎地域に魅力を感じる人材の確保に関し「①移住・定住の促進や

関係人口の拡大」という視点を設けた。次に定住するための生業と生活に関し「②

多様な雇用の創出」「③革新的情報技術を活用した課題の解消」という視点を設け

た。そして支え合い共に生きるため「④住民主体の地域づくりと人材育成」、豊かな

自然環境・地域文化に関し「⑤里地里山里海とこれが育む地域文化の保全と活用」

と続けた。最後に、過疎対策を住民に一番身近な行政として住民に寄り添い支える

市町村に関し「⑥過疎市町村の行財政基盤の強化」という視点を設けた。 
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（２）今後の過疎対策の視点 

① 移住・定住の促進や関係人口の拡大 

県では、これまでも移住による定住人口の増加を図るための取組を実施してきた。

今後、過疎地域の担い手不足に対応するためにも、移住希望者が求める医療、子育て、

教育、住宅等の生活環境を充実させるとともに、その情報を的確に移住希望者に届け

るための仕組みづくりや、地域おこし協力隊をはじめとした既存事業の有効活用を促

進することが重要である。また、移住後の支援として、地域住民と移住者の情報交換

や相談といった交流の場づくりの充実・強化も必要である。 

その他、長期的な定住人口でも短期的な交流人口でもない、地域外から継続的に地域

と関わる者である関係人口が、地域の新たな担い手として期待されているところであ

り、地域との多様な関わり方を創出していくことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜国に期待される支援のイメージ＞ 

○ 集落再編整備のための住宅整備事業に係る過疎債の充当率引き上げ 

【現行制度：充当率 75％】 

○ 地域おこし協力隊の特別交付税措置の拡充及び対象者の要件緩和 

【現行制度：隊員一人当たり上限 400 万円（令和２年度から 440 万円） 

地域おこし協力隊の募集等に要する経費／自治体当たり 200 万円 

       対象者要件／生活の拠点を３大都市圏をはじめとする都市地域等 

から過疎、山村、離島、半島等の地域に移し、住民票 

を異動させた者】 

○ 関係人口創出・拡大に取り組む市町村へ特別交付税措置 

出典：第 2 回青森県過疎対策研究会基調報告「「食」を通して人と人をつなぐコミュ
ニティカフェの取り組み」より、でる・そーれ農園の収穫体験 出典：地域活力振興課より提供、青森県地域おこし協力隊活動報告会（R2.2.20） 
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② 多様な雇用の創出 

本県では、地域において魅力ある「しごと」をつくり、多様な雇用を生み出し、そ

こで生まれた収入を地域経済の中でしっかりと回す仕組みづくりを進めており、過疎

地域においては、基幹産業である農林水産業が多様な雇用を生み出すけん引役とし

て、成長を続けることが期待される。これまでの過疎対策により、農地等の生産基盤

の強化や物販・観光施設等の収益施設の整備・充実が図られたが、今後は、担い手不

足や耕作放棄地の増加など近年深刻化する課題への対応が必要である。 

また、ICT環境の整備や働き方改革の推進等により、都市にはない自然環境やゆと

りある空間で仕事をする方が豊かであるという価値観が生まれており、全国の過疎地

域では、起業・創業の促進やサテライトオフィスの整備等により新たな雇用を生み出

している地域もあり、本県過疎地域でもこうした取組を進める必要がある。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜国に期待される支援のイメージ＞ 

○ 都市部の本社機能の地方への移転・拡充を促進する新たな支援制度の拡充・

強化（移転先までの距離に応じた優遇制度の創設など） 

○ 特定地域づくり事業推進法に基づく担い手不足に係る支援（事例の提供等） 

○ 地方税の課税免除等に係る減収補填措置及び事業用設備等に係る特別償却の

対象業種の拡充 

【現行制度：地方税の課税免除等に係る減収補填措置の対象 

→製造業、旅館業、農林水産物等販売業、個人が行う畜産業、水産業 

：事業用設備等に係る特別償却の対象 

→製造業、旅館業、農林水産物等販売業】 

出典：田子町より提供、にんにくオリジナル種子増殖事業風景 出典：三戸町より提供、サテライトオフィス風景 
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③ 革新的情報技術を活用した課題の解消 

国では、先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的課題の

解決を両立していく新たな社会として、Society5.09の実現をめざしており、例えば、

交通分野では自動運転による無人バスの運行やドローンによる物・人の配送、医療分

野ではインターネットやAI10による遠隔医療、農業分野ではトラクターの自動運転や

ドローンによる農薬散布など、ICT11を活用した実証実験が行われているところであ

る。また、全国では通信ネットワークの発達により、首都圏から地方に拠点を移転す

る企業やテレワークを導入する企業がある。 

本県過疎地域においては、担い手不足に起因した過疎地域の課題や地理的な格差の

解消を図るため、革新的情報技術を活用した医療・生活交通・教育の確保を図るとと

もに、スマート農業・漁業、テレワーク等による若者、女性、高齢者など誰もが働き

やすい環境を整備することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Society5.0:狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く第５の社会を意味する。 
10 AI：人工知能（Artificial Intelligence） 
11 ICT：情報通信技術（Information and Communication Technology） 

＜国に期待される支援のイメージ＞ 

○ 高度通信情報基盤整備に係る支援 

○ 無人運転バスや遠隔診療等、ICT 関連の先進事業者と市町村のマッチング 

○ ICT 関連の先進事業の定着を図る支援 

出典：総務省「教育 ICT ガイドブック Ver.1」より、テレビ電話機能を使った遠隔
協働学習 

出典：「IoT や AI が可能とする新しいモビリティサービスに関する研究会」事務局「中
間整理を踏まえた調査結果報告（H31.4.8）」より、福岡県北九州市「自動運転バスの
公道による技術実験」風景 
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④ 住民主体の地域づくりと人材育成 

過疎地域では、交通や買い物、食事などの生活サービスの低下や地域コミュニティ

の機能低下が懸念されており、地域住民の安心・安全な暮らしを守るためには、行政

だけでなく、地域住民やNPO等地域の多様な主体が当事者意識を持ち、地域課題を共

有して、課題解決に参画することが重要である。 

そのためには、多様な主体をコーディネートする中間支援組織12の設立や集落支援

員13の活用、地域づくりをけん引するリーダーの育成、次世代を含めた地域住民の意

識醸成等が求められており、産学官金が協力して推進する必要がある。 

また、本県では、集落営農組織など地域の農林水産業の中核を担う経営体が、経営

の効率化や多角化、多様な業種・産業との連携等によって地域資源を有効に生かす経

営活動を展開することで、収益と雇用を生み出すとともに経営を継承し、継続的・自

立的に農山漁村の社会や、経済を支えていく「地域経営」を推進しており、こうした

取組をソーシャルビジネスの領域まで拡大していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 中間支援組織：協働を推進する上で、市民と市民、市民と行政、行政と企業などの間に立ち、パイプ役として、組織がもつノウハウ

やネットワーク、情報などを活用して中立的な立場でそれぞれの活動を支援する組織。 
13 集落支援員：地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウ・知見を有した人材が、地方自治体からの委嘱を受け、市町

村職員と連携し、集落への「目配り」として集落の巡回、状況把握等を実施するもの。 

＜国に期待される支援のイメージ＞ 

○ 地域経営体の法人化後の課税減免 

○ 中間支援組織の立ち上げに係る経費及び活動経費の補助 

○ 集落支援員の特別交付税措置の拡充 

【現行制度：支援員一人当たり 350 万円（令和２年度から 395 万円） 

※他の業務との兼任の場合一人当たり 40 万円】 

出典：第 2 回青森県過疎対策研究会基調報告「「住民による主体的な地域
づくり」への取組み経過事例」より、三戸町第 1回駅前しゃべり場 

出典：むつ市より提供、わきのさわ温泉湯好会 
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＜国に期待される支援のイメージ＞ 

○ 森林を整備するための農山漁村地域整備交付金（林道改良事業（幹線））の採

択要件緩和 

【現行制度：１か所の事業費 900 万円以上、利用区域面積 200ha 以上】 

○ 磯焼け対策における水産多面的機能発揮事業交付金の地方負担軽減 

【現行制度：国（70％）、地方負担（30％のうち県 15％、市町村 15％）】 

○ 森林環境譲与税を活用した森林保全事業への支援（事例の提供等） 

⑤ 里地里山14里海15とそれが育む地域文化の保全と活用 

本県の過疎地域は、農地のほかに森林、海、川、湖などの豊かな自然を有し、里地

里山里海に暮らす人々が、それらを適切に管理することで、食料だけでなく、水源の

涵養、国土の保全、快適な環境の形成、保健・レクリエーション、文化の継承と多様

性の保存、生物多様性の保全、地球温暖化の防止などに重要な役割を担っている。 

特に本県過疎地域においては世界遺産白神山地や、三方を海に囲まれ織りなされる

多彩な海岸線など、魅力ある自然が豊富に存在し、これらの自然や景観が青森の文化

を育んできた礎であることから、これらを守り、育て、創ることが求められる。 

近年、森林の荒廃、耕作放棄地の増加、磯焼け16、野生鳥獣被害、生物の生息環境

の悪化・消失、農山漁村の伝統的な地域文化の担い手不足などが問題となっているが、

過疎地域が担っている多面的・公益的機能を適切に発揮するためには、都市と農山漁

村との共生・交流を進め、里地里山里海の価値を認識してもらうとともに、多様な主

体が協働して、身近な里地里山里海とそれが育む地域文化の保全と活用に取り組む必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 里地里山：原生的な自然と都市との中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林、それらと混在する農地、ため池、草原などで構成

される地域。 
15 里海：人手が加わることにより生物生産性と生物多様性が高くなった沿岸海域。 
16 磯焼け：海藻の極端な減少によって海藻を餌とする生物の減少が生態系全体に波及し、漁獲量が激減するなどして漁村が疲弊するこ

と。 

出典：今別町より提供、今別町の荒馬（無形民俗文化財） 出典：風間浦村より提供、磯焼け対策作業風景 



32 

 

⑥ 過疎市町村の行財政基盤の強化 

財政基盤が脆弱な過疎市町村は、今後も人口減少が見込まれる中、総合的な過疎対

策を実施し、質の高い行政サービスを継続していく必要があるほか、更なる高齢化へ

の対応や今後大量に更新時期を迎える公共施設等の維持管理等に適切に対応してい

くためには、行財政基盤の充実・強化が必要である。 

また、限られた職員体制で増加する行政需要に対応していくためには、ICT等の情

報技術を活用する必要があるほか、単独の自治体での対応にも限界があることから、

周辺自治体との連携等による効率的かつ効果的な行政運営を推進する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜国に期待される支援のイメージ＞ 

ア 過疎対策事業債について 

○ 過疎対策事業債総額の増額 

○ 社会インフラや公共施設等の老朽化を踏まえた対応（除却の追加） 

○ 財政力指数指定要件の緩和によるソフト債限度額の拡充 

イ 地方交付税について 

○ 過疎団体の実情を踏まえた地方交付税の算定（密度補正の拡充等） 

ウ 行政の連携・広域化に関する支援 

○ 行政区域をまたいだ公共施設のスリム化、地方公営企業の広域化、行政サ

ービスの統合等に関する支援 

○ 定住自立圏構想及び連携中枢都市圏構想に基づき実施する広域連携事業に

関する支援（特別交付税上限引き上げ） 

【現行制度：上限 1,500 万円】 
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（参考資料） 
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青森県過疎対策研究会設置要領 

 

（目的） 

第１ 過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月末に失効期限を迎えることを見据え、

本県過疎地域の現状及び課題を整理するとともに、本県の実情に即した新たな過疎対策

の検討を行うため、青森県過疎対策研究会（以下、「研究会」という）を設置する。 

 

（検討事項） 

第２ 研究会は、次の事項について調査、検討等を行う。 

（１）本県の過疎地域の現状及び課題に関する事項 

（２）本県の実情に即した新たな過疎対策に関する事項 

（３）その他座長が必要を認める事項 

 

（組織） 

第３ 研究会は、別紙の委員をもって組織する。 

２ 委員の任期は、この研究会の目的が完了するまでとする。 

 

（運営） 

第４ 研究会に座長を置き、市町村課長が座長を予め指名する。 

２ 座長は、研究会を招集し、主宰する。 

３ 座長は、不在の場合などの都度、これを代行する者を指名することができる。 

 

（事務局） 

第５ 研究会の事務は、青森県総務部市町村課及び全国山村過疎地域振興連盟青森県支部

が共同して行う。 

 

（その他） 

第６ この要領に定めるもののほか、研究会の運営等に関し必要な事項は、座長が別に定

める。 

 

 附 則 

この要領は、令和元年７月１６日から施行する。 
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別紙（第３関係） 

 

青森県過疎対策研究会 委員名簿 

 

氏 名 所 属・役 職 名 

岩渕
いわぶち

 健
けん

 今別町 企画財政課長 

鎌田
か ま た

 寿
ひさし

 五所川原市 企画課長 

木下
きのした

 弘美
ひ ろ み

 風間浦村 企画政策課長 

木暮
こ ぐ れ

 祐一
ゆういち

 青森公立大学経済経営学部 准教授 

澁谷
し ぶ や

 尚子
な お こ

 企業組合でる・そーれ 

竹ヶ原
たけがはら

 公
あきら

 NPO 法人ひろだいリサーチ 理事長 

橋本
はしもと

 邦夫
く に お

 野辺地町 地域戦略課長 

福田
ふ く だ

 博
ひろ

実
み

 田子町 総務課長 

藤
ふじ

﨑
さき

 浩
ひろ

幸
ゆき

 弘前大学農学生命科学部 教授 

三上
み か み

 眞
しん

 西目屋村 総務課長 

 

（委員は五十音順、敬称略） 
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青森県過疎対策研究会の経過 

  

第１回 令和元年７月29日       

・新たな過疎対策に関する国の動き      

・本県の過疎地域の現状と課題    

 第２回 令和元年９月13日         

・委員の基調報告 

 木暮委員「ICTによる過疎地域の課題の解決について」 

 澁谷委員「「食」を通して人と人をつなぐコミュニティカフェの取り組み」 

 竹ヶ原委員「「住民による主体的な地域づくり」への取組み経過事例」 

・今後の過疎対策について意見交換   

 第３回 令和元年10月11日 

   ・委員の基調報告 

    木暮委員「ICTによる過疎地域の問題解決について 

         農林水産業及びテレワークの活用といった観点から」 

・報告書（素案） 

 報告書（素案）意見照会 令和元年12月17日～令和２年１月10日 

・全過疎市町村に対し実施 

 第４回 令和２年２月20日 

・報告書（案） 
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過疎対策研究会における委員の意見等一覧表 
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○
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お
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○
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あ
る

○
交
通
分
野
の
課
題
に
先
端
技
術
が
活
用

　
で
き
る
（
自
動
運
転
、
ド
ロ
ー
ン
等
）

○
路
線
バ
ス
の
維
持
が
必
要

○
経
費
面
を
考
慮
し
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

　
を
導
入

○
道
路
・
公
共
施
設
等
の
老
朽
化
が
進
行

　
し
て
お
り
、
長
寿
命
化
等
へ
の
支
援
が

　
必
要

生
活

環
境

の
整

備
○
移
住
者
に
対
す
る
住
ま
い
探
し
の
た
め

　
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
支
援
が
必
要

○
現
状
で
は
、
空
き
家
対
策
に
は
行
政
が

　
手
を
出
し
づ
ら
い

○
人
口
減
少
対
策
に
対
応
し
た
、
生
活
イ

　
ン
フ
ラ
の
整
備
も
重
要

医
療

の
確

保
○
医
療
分
野
の
課
題
に
先
端
技
術
が
活
用

　
で
き
る
（
遠
隔
医
療
な
ど
）

○
医
師
確
保
が
必
要

教
育

の
振

興
○
IC
Tを

教
育
に
活
用
す
る
場
合
、
指
導

　
者
の
教
育
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
面
の
支

　
援
も
必
要

○
高
校
の
廃
止
で
町
の
活
力
が
な
く
な
る

　
こ
と
を
危
惧

○
今
後
は
地
域
人
材
の
育
成
が
重
要

○
地
域
課
題
の
解
決
に
向
け
て
、
住
民
主

　
体
と
な
る
よ
う
な
意
識
醸
成
が
必
要

○
「
拠
点
（
場
）
づ
く
り
」
と
「
交
流
」

　
が
重
要

○
学
校
の
統
合
に
よ
り
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス

　
の
導
入
・
運
行
経
費
が
負
担

○
小
規
模
校
の
維
持
が
困
難
に
な
れ
ば
、

　
異
な
る
行
政
区
域
で
の
学
校
統
合
も

　
考
え
る
必
要
が
あ
る

自
然

環
境

の
保

全
と

地
域

文
化

の
振

興

○
漁
業
の
営
み
と
地
域
の
伝
統
に
は
強
い

　
つ
な
が
り
が
あ
る

市
町

村
の

財
政

状
況

等
○
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
な
ど
に
集
落
間

　
の
格
差
が
出
て
き
て
い
る

○
行
政
職
員
が
減
る
中
、
地
域
住
民
の
参

　
画
が
必
要

○
行
政
依
存
が
財
政
を
圧
迫
。
地
域
住
民

　
が
何
が
で
き
る
か
考
え
な
が
ら
、
行
政

　
と
と
も
に
進
め
て
い
く
時
代

○
人
口
減
少
で
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維

　
持
が
不
安

○
行
政
と
住
民
だ
け
で
は
進
ま
な
い
と
き

　
は
、
民
間
企
業
や
大
学
な
ど
を
コ
ー

　
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
活
用
す
べ
き

○
公
共
施
設
の
統
廃
合
が
必
要
だ
が
、
財

　
政
基
盤
が
弱
い

○
複
数
の
自
治
体
が
共
同
で
行
う
方
が
よ

　
い
事
業
を
整
理
し
て
い
き
た
い

○
行
政
の
ス
リ
ム
化
も
IC
Tの

活
用
で
活

　
用
で
き
る
こ
と
が
あ
る

○
職
員
が
確
実
に
減
っ
て
い
く
中
で
、
仕

　
事
の
効
率
を
上
げ
る
に
は
、
IC
Tの

活
　
用
を
地
方
か
ら
実
践
し
、
仕
事
の
や
り

　
方
を
根
本
的
に
変
え
て
い
く
必
要

ア
　
移
住
・
定
住
の
促
進
や

　
関
係
人
口
の
拡
大

イ
 
多
様
な
雇
用
の
創
出

ウ
 
革
新
的
情
報
技
術
を
活
用

　
し
た
課
題
の
解
消

エ
 
住
民
主
体
の
地
域
づ
く
り

　
と
人
材
育
成

オ
 
里
地
里
山
里
海
と
そ
れ
が
育
む

　
地
域
文
化
の
保
全
と
活
用

カ
　
過
疎
市
町
村
の
行
財
政

　
基
盤
の
強
化
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（１）調査主体
総務省

（２）調査の趣旨及び目的
過疎法の期限が令和３年３月末に迫る中で、過疎関係市町村及び都道府県におけ

るこれまでの過疎対策を振り返るとともに、過疎対策の実況を把握し、今後の過疎
対策のあり方を検討するため。

（３）調査の対象
全過疎関係市町村（817団体）及び全都道府県
※青森県29市町村対象

（４）調査の方法・時期
方法：関係都道府県を通じて全過疎関係市町村に調査票をメールにて送信、

都道府県取りまとめの上、メールにて回収
時期：平成30年６月21日～平成30年７月31日

（５）回収状況
・過疎関係市町村817市町村中812市町村
（青森県29市町村中29市町村回答）
・47都道府県中47都道府県

調査項目
①平成22年度以降特に重視して取り組んできた事業分野

②現在の過疎地域の状況について

③過疎地域自立促進計画について

④過疎対策事業債について

⑤都道府県による道路・公共下水道の代行整備制度について

⑥医療の確保について

⑦高齢者の福祉の増進について

⑧交通の確保について

⑨情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について

⑩教育の充実について

⑪地域文化の振興等について

⑫農地法等による処分についての配慮

⑬国有林野の活用

⑭今後重点的に対策が必要だと考えることについて

⑮都道府県に求める役割

⑯国に求める役割

⑰過疎対策の必要性

調査概要

過疎関係市町村及び都道府県における過疎対策の実施状況調査結果 

（青森県分）【抜粋】 
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①特に重視して取り組んできた事業分野

65.5

44.8

41.4

34.5

31.0

20.7

17.2

10.3

6.9

6.9

3.4

0.0

0.0

0.0

1：産業分野

3：交通分野

8：教育分野

2：観光分野

5：生活環境分野

6：保健・福祉分野

7：医療分野

11：交流・定住の促進

4：情報通信環境分野

10：集落事情

9：地域文化分野

12：住民参加による地域経営

13：市町村の行財政分野

14：その他

重視して取り組んできた事業

平成22年度以降（※）に過疎対策を実施・推進する上で、特に重視して取り組んでき
た事業分野（３つ以内で選択）
※平成26年度以降の過疎法改正で新たに過疎地域となった団体については、過疎地域として追加された年度以降。

県内過疎地域において、平成22年度以降特に重視して取り組んだ事業は、
①「産業分野（65.6％）」②「交通分野（44.8％）」③「教育分野（41.4％）」

②現在の過疎地域の状況について

55.2

34.5

31.0

27.6

27.6

24.1

20.7

17.2

10.3

6.9

3.4

3.4

0.0

0.0

1：産業分野

3：交通分野

7：医療分野

6：保健・福祉分野

8：教育分野

11：交流・定住の促進

10：集落事情

2：観光分野

5：生活環境分野

13：市町村の行財政分野

12：住民参加による地域経営

14：その他

4：情報通信環境分野

9：地域文化分野

課題と考えている分野

＜意見＞
「産業分野」…農業の基盤、施設整備を進めてきたが、少子高齢化による農家の担い手不足に直面。
「交通分野」…道路の老朽化が著しく、延命化が必要。交通弱者に対する地域公共交通の確保が必要。
「医療分野」…医師・看護師等の医療従事者が慢性的に不足。

現在、課題があると感じている分野（３つ以内で選択）

＜意見＞ 
「産業分野」…農業の基盤、施設整備を進めてきたが、少子高齢化による農家の担い手不足に直面。 
「交通分野」…道路の老朽化が著しく、延命化が必要。交通弱者に対する地域公共交通の確保が必要。 
「医療分野」…医師・看護師等の医療従事者が慢性的に不足。 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜意見（自由記述式、９団体回答）＞
・公共施設等適正管理推進事業債の対象の拡充とともに、道路整備事業においては、社会資本整備総合交付金の
対象事業が縮小されるなど財政運営に大きな影響が出ている。また、公共施設等適正管理推進事業債の充当率
や交付税措置率も財政力によっては非常に不利な条件となっているのが現状である。このような状況下の中に
おいて、過疎対策債の条件は財政運営上、重要な位置づけであることから、対象事業及び交付税措置率の維
持・拡大をお願いしたい。（類似回答 ほか４団体）

・過疎化の進行に伴い、効率的な施設の複合化・集約化を進める中で、施設の複合化・集約化における既存施設
の解体（除却）費用を起債対象事業としていただきたい。

・設備の設置に係る除却（同じ場所に設置するための除却）については対象としているが、施設内での設置位置
の再検討等で同じ場所に設置しない場合もある。同施設の敷地内に現在設置している設備を更新するための除
却であれば対象としてもよいのではないかと考える。

・マイナンバーを含む自治体のシステム関連経費について、事業費が高額なうえ定期的な更新が重なるとさらに
負担が大きくなる。システム機器の整備・更新についても過疎対策事業債を活用し、各自治体の実情に応じた
対策が可能となるよう検討していただきたい。

＜意見（自由記述式、４団体回答＞
・現状、財政力指数が0.56以下の市町村について、現行発行限度額を最大２倍とする弾力運用を実施している
が、今後、過疎（ソフト）債の需要が高まってくると思われるため、過疎法の財政力指数指定要件（現行
0.56）の緩和等により、限度額を上げた方が良いと思われる。（類似回答 ほか１団体）

・町内会などの地域団体に対し、集落の維持や活性化などを目的とした補助事業を展開できるよう、各自治体
の実情に応じた過疎対策事業債の拡充を検討していただきたい。

・基金積立事業は限度額超分の対象外の事業となっているため、限度額を超える基金積立事業を実施できるよ
うにしてもらいたい。

○過疎対策事業債（ソフト分）について
〈対象事業〉以下を除き、将来にわたり過疎地域の自立促進に資する事業を広く対象
①市町村の行政運営に通常必要とされる内部管理経費
②生活保護法法令に基づき負担が義務付けられている経費
③地方債の元利償還に要する経費

〈発行限度額〉市町村ごとに総務省令により算定した額

〈Ｈ２４年度からの運用弾力化〉
ハード及びソフト分の起債要望額の合計額（全国）が地方債計画額の範囲内で、ソフト分の起債要望額の合

計額（全国）が発行限度額の合算額（全国）に達しない場合は、財政力指数０．５６以下の市町村について、
現行の発行限度額に１を乗じて得た額を限度として加算（最大で現行発行限度額の２倍）を行うことができ
る。※基金への積み立ては対象外。
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＜意見（自由記述式、17団体回答）＞ ※複数回答あり

・過疎地域で安全・安心に暮らし、活力と魅力がある地域づくりを進めることが重要であり、行政の分野を

問わず、高齢者目線に合わせた施策展開も必要であると考える。保健福祉、集落対策については、今まで

以上に行政支援を要する時期がきている。（類似回答 ほか４団体）

・人口減少に歯止めをかけるため移住、定住への取組を強化していくことが必要だと考える。（類似回答

ほか３団体）

・人口減少に伴って不足している労働力・農業後継者の確保。（類似回答 ほか３団体）

・人口減少は、雇用の場の不足に起因する若年層を中心とした町外転出が主因だが、総体的な少子高齢化に

よる自然減も大きな要因となっており、深刻な課題となっている。（類似回答 ほか２団体）

・人口減少が著しく高齢化が進んでいることから、医療提供体制の維持、地域防災体制の整備、交通手段の

維持・確保が重要だと考える。（類似回答 ほか２団体）

・地域の観光拠点施設の充実。（類似回答 ほか１団体）

・住民減少に伴う空き家問題。

・今後、歳出は今までと変わらず、歳入が少なくなっていくとの見通しである。安定した行財政を運営する

ために、事業の仕分けをし、事業の廃止や縮小をしていかなければならないと考える。

・学校施設の老朽化が非常に進んでおり、改築事業に取りかかっている。また、児童生徒の減少に伴い、社

会情勢に即した学校施設の整備が必要とされており、小学校の統合も視野に入れた計画の策定が求められ

ている。
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過疎地域自立促進特別措置法と過去の過疎３法の概要 
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